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一関市ＡＩチャットボット導入業務に係るプロポーザル実施要領 

１ 目的 

本要領は、市民の利便性向上と職員の負担軽減を図るため、市民が必要としている情

報をいつでも簡単に入手できるよう、ＡＩを活用した自動応答システム（以下「ＡＩチ

ャットボット」という。）を導入するにあたり、公募型プロポーザルにより受注候補者

を選定するため、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 業務概要 

⑴ 業務名 ：一関市ＡＩチャットボット導入業務（以下「本業務」という。） 

⑵ 履行場所：岩手県一関市 

⑶ 業務内容：別紙「仕様書」のとおり 

⑷ 履行期間：契約締結日から令和６年３月31日まで 

⑸ 予算額 :１４，９９０千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以内 

      うち導入業務 

１３，０１０千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以内 

 うちシステム使用料 

  １，９８０千円(消費税及び地方消費税相当額を含む。)以内 

⑹ 担当部署:〒021-8501岩手県一関市竹山町7-2 市長公室政策企画課（ＤＸ推進係） 

      電話:0191-21-8633(直通) FAX:0191-21-2164 

メール：shiseijyoho@city.ichinoseki.iwate.jp  

３ プロポーザル方式の種別 

公募型 

４ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていること。 

  ⑴ 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167 条の４に規定する者に該当し

ないこと。 

  ⑵ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再

生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づく再生手続き開始の申立て又は破産法（平

成 16年法律第 75 号）に基づく破産手続き開始の申立てがなされていないこと。 

  ⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第２号に規定する暴力団又は役員等が同条第６号に規定する暴力団員に該当

しないこと、かつ一関市暴力団等排除措置要綱（平成 28 年一関市告示第 301 号）

に規定する措置要件に該当しないこと。 

⑷ 仕様書の要件を全て満たしていること。 
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５ 入札参加資格を有していない者の参加 

一関市の入札参加者資格名簿に登録されていない者が参加する場合は、次のとおり追

加書類を提出すること。 

事前審査の結果、一関市入札参加資格要件を満たし、名簿に登録されている者と同様

の資格を有すると認められた場合には、本プロポーザル及び本業務に限り参加すること

ができる。 

⑴ 提出期限：令和５年８月24日（木）17時必着 

⑵ 提出書類：次に掲げる書類一式を１部提出すること。 

提出書類一覧 

1 

身分証明書等(写し可) 

法人 「履歴事項証明書」(旧：商業登記簿謄本) 

個人 「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」 
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納税証明書・完納証明書(写し可) 

一関市内業者の場合 

※右記①及び②の両方の 

提出が必要です。 

①消費税及び地方消費税に未納の税額がないことの証明書

※提出日から３か月以内に発行のもの 

※所管税務署にて発行 

法人：納税証明書「その３」又は「その３の３」 

個人：納税証明書「その３」又は「その３の２」 

②市税の完納証明書 

※令和５年５月１日以後に発行のもの 

※一関市市民税課にて発行 

一関市外業者の場合 

※右記①の提出が必要で 

す。 
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財務諸表（写し可）：貸借対照表及び 

〔法人の場合〕株主資本等変動計算書等 

〔個人の揚合〕収支内訳書、営業用純資本額 
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６ 業務全体のスケジュール及び受注者決定までの事務手順 

⑴ 業務全体のスケジュール 

項目 日程等 

①実施の公表 令和５年７月19日(水) 

②質疑の受付期間 令和５年７月19日(水)～令和５年７月28日(金)17時必着

③質疑回答日 令和５年８月９日(水)まで 

④参加申込書等の提出期限令和５年７月19日(水)～令和５年８月24日(木)17時必着

⑤参加審査結果通知 令和５年８月30日(水) 

⑥企画提案書の提出期間 令和５年９月１日(金)～９月22日(金)17時必着 

⑦辞退届の提出期限 令和５年９月22日(金)17時必着 

⑧企画提案の審査 令和５年９月29日(金)  

⑨結果の通知 令和５年10月上旬 

⑩契約締結日 令和５年10月上旬 

⑵ 事務手順 

① 実施の公表について 

実施の公表は、令和５年７月19日(水)に一関市ホームページで行う。 

※本プロポーザルの公募に関する資料や様式等は、一関市ホームページからダ

ウンロード可能 

② 質疑応答等について 

本プロポーザルに関する質問は、実施に関する事項に限る。評価及び審査に対

する質問は受付けない。 

ア 【様式１】質問書を添付し、下記のアドレスへメール送信すること 

Ｅメール：shiseijyoho@city.ichinoseki.iwate.jp  

※ 到達確認のため、送信後に電話連絡すること 

イ 受付期間：令和５年７月19日(水)～令和５年７月28日(金)17時必着 

ウ 回答方法：令和５年８月９日(水)までに参加表明した事業者全てに【様式１】 

回答書をメール送信する。 
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③ 参加表明手続について 

本プロポーザルに参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「参加申込書等」

という。)を提出しなければならない。なお、提出期間中に参加申込書等を提出し

ない者又は本要領４に定める参加資格要件に該当しないと認められた者は、本プロ

ポーザルに参加できない。 

ア 提出書類 

提出書類 様式 添付書類等 

①参加申込書 様式2-1  

②誓約書 様式2-2 

③事業者概要調書 様式2-3 

・会社の概要が分かるよう記載する 

・社歴及び業務内容は、同様の内容が記載

された他の資料の添付でも可 

・本業務を受注した場合の担当部署及び担

当者を記載する 

・発注者からの指示・質問・来訪依頼への

対応体制、緊急時の対応について組織図

等を用いて、分かりやすく記載する

・保守の体制について記載する 

イ 提出期間：令和５年７月14日(金)～令和５年８月24日(木)17時必着 

ウ 提出先：〒021-8501岩手県一関市竹山町7-2  

市長公室政策企画課（ＤＸ推進係） 

       電話：0191-21-8633(直通) FAX：0191-21-2164 

Ｅメール：shiseijyoho@city.ichinoseki.iwate.jp  

エ 提出方法：持参、郵送、Ｅメール 

※ 持参の場合、受付時間は、日曜日、土曜日、祝日を除く 

８時30分から17時までとする 

※ 郵送の揚合、必ず「簡易書留」により提出すること 

※ メールの場合、到達確認のため、送信後に電話連絡すること 

   オ 提出部数：持参、郵送の場合、正１部 

          Ｅメールの場合、データで正１部 

④ 参加資格要件の審査について 

本要領４に定める参加資格要件を満たすか確認を行い、令和５年８月30日(水)

に次に掲げる事項を記載した「参加資格審査結果通知書」を送付する。 

ア 参加資格を満たすと認めた者にあっては、参加資格要件を満たす旨及び企画提 

 案書の提出を要請する旨 

イ 参加資格を満たさないと認めた者にあっては、参加資格要件を満たさない旨及 

 びその理由 
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⑤ 企画提案書の作成等について 

参加資格要件を満たすと認められた者は次に定めるところにより企画提案書を

作成し、提出するものとする。 

ア 提出期間：令和５年９月１日(金)～９月22日(金)17時必着 

イ 提出先：〒021-8501岩手県一関市竹山町7-2 

 市長公室政策企画課（ＤＸ推進係） 

電話：0191-21-8633(直通) FAX：0191-21-2164 

Ｅメール：shiseijyoho@city.ichinoseki.iwate.jp  

ウ 提出方法：持参、郵送、Ｅメール 

※ 持参の場合、受付時間は、日曜日、土曜日、祝日を除く 

８時30分から17時までとする 

※ 郵送の揚合、必ず「簡易書留」により提出すること 

※ メールの場合、到達確認のため、送信後に電話連絡すること 

   エ 提出部数：持参、郵送の場合、正１部、副５部、計６部 

          Ｅメールの場合、データで正１部 

オ 提出書類 

提出書類 様式 留意事項 

①企画提案書 任意様式 

・提案書にはプロポーザル審査基準となる

次の項目を記載すること 

○機能性 

○利用者の操作性 

○職員の操作性 

 ○将来性、拡張性 

②事業者概要調書 様式2-3 

・会社の概要が分かるよう記載する 

・社歴及び業務内容は、同様の内容が記載さ

れた他の資料の添付でも可 

・本業務を受注した場合の担当部署及び担当

者を記載する 

・発注者からの指示・質問・来訪依頼への対

応体制、緊急時の対応について組織図等を

用いて、分かりやすく記載する

・保守の体制について記載する

③実施スケジュール 任意様式 
・令和６年３月15日までに稼働を開始するス

ケジュール 

④見積書及び見積内訳書 任意様式 
・初期導入に要する経費と本年度以降のラン

ニングコストを区分して記載すること 

⑥ 参加の辞退 

企画提案者が参加を辞退したい場合、令和５年９月22日(金)17時必着までに辞退

届(様式任意)を持参、郵送、Ｅメールで提出すること(必着) 
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⑦ 企画提案の審査及び評価 

ア プロポーザル審査会の設置 

企画提案書の審査及び受注候補者の選定を行うため、一関市ＡＩチャットボッ

ト審査会(以下「審査会」という。)を設置する。 

イ 企画提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングの実施 

審査会において、企画提案者によるプレゼンテーション及びヒアリングを実施

する（９月29日(金)の時間は別途通知）。 

所要時間は30分程度(提案者からの説明20分、質疑応答10分。準備時間は除く)

とするが、企画提案者の数により時間を変更する場合がある。出席者は企画提案

者１者につき３人以内とし、契約を履行する際に「担当者」となる者が必ず出席

し、説明すること。なお、当日は、資料の差替えや追加資料の提出は認めない。 

ウ 評価の基準 

別紙「一関市ＡＩチャットボット導入業務に係るプロポーザル審査基準表」の

とおりとする。 

⑧ 結果の通知 

受注候補者の選定及び結果の通知・公表については、審査会における審査基準に 

   基づいて行い、速やかに、全ての企画提案者に対して審査結果を次のとおり通知し、

公表する。 

ア 結果の通知：令和５年10月上旬に結果通知書を送付 

イ 公表内容：受注候補者名及びその他必要な事項 

ウ 公表方法：一関市ホームページに掲載 

⑨ 失格又は無効 

以下のいずれかの事項に該当する揚合は、失格又は無効となることがある。 

ア 審査会の構成員に対して、直接・間接を問わず故意に接触を求めた場合 

イ 他の企画提案者と企画提案の内容又はその意図について相談を行った場合 

ウ 企画提案書類等に虚偽の記載を行った場合 

エ 参加資格要件を満たしていない事実が発覚した場合 

オ その他選定結果に影響を及ぼすおそれがある不正行為を行った場合 

力 提出期限を過ぎて、企画提案書が提出された場合 

キ 本要領２の予算額を超える場合 

ク 本要領４に示す参加資格要件を欠くことになった場合 

⑩ 契約に関する基本事項 

ア 契約の締結 

一関市は、受注候補者と随意契約の方法により契約を締結する。なお、受注候 

    補者との契約が成立しなかった場合、次点の企画提案者と交渉する揚合がある。 

イ 契約保証金 

契約金額の10/100に相当する額以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担 

    保を納付し、又は提供すること。ただし、一関市財務規則第146条の適用を受け 

る場合は、契約保証金の納付を免除することがある。 

ウ 支払条件 

検査が完了し履行の確認後、支払請求書を受理した日から30日以内に支払うも 

のとする。 
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７ 提案に係る費用の負担に関する事項 

参加申込書及び企画提案における書類作成、提出及び審査会への出席等、本プロポー 

ザルへの参加に要する費用は、企画提案者の負担とする。 

８ その他留意事項 

⑴ 業務の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

⑵ 企画提案書等の著作権は、当該企画提案書等を作成した者に帰属するものとする。 

⑶ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法 

 令等に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法 

等を用いた結果生じた事象に係る責任は全て企画提案者が負うものとする。 

⑷ 提出された書類は返却しない。 

⑸ 参加申込書及び企画提案書の審査を行うため、必要な範囲において複製を作成する 

 ことがある。 

⑹ 提出された書類は、企画提案者に無断で本プロポーザル以外の用途に使用しない。

ただし、情報公開請求があった場合には公開の対象となる。 

⑺ 本プロポーザルに関し、企画提案者は、この実施要領に定めるもののほか、その他   

 法令等に定める規定を遵守しなければならない。 

⑻ 参加申込書等、押印が必要なものについては、令和５・６年度一関市競争入札参加 

 資格審査申請書の使用印鑑を使用すること。ただし、本要領５に基づき、追加書類を 

 提出した場合は、プロポーザル参加資格要件審査申請書の使用印鑑を使用すること。 

⑼ 提出した書類については、提出期限までは修正を認めるものとする。 

ただし、その場合、提出した書類を一旦引上げ、改めて修正した書類を提出するこ

と。 


